
72 

５  目指すべき将来像 

5.1 計画の基本方針 

   上位計画や関連計画に示されたまちづくり、交通施策の方向性、及び「４ 課題

の整理」における地域公共交通２の課題を踏まえ、計画の基本方針を次のように   

設定します。 

 上位計画（川崎市総合計画＜第２期実施計画＞） 

・ 都市構造の考え方において、魅力と活力にあふれた広域調和型まちづくり

の更なる推進と、身近な地域が連携した住みやすく暮らしやすいまちづく

りに取り組むこととしています。 

・ また、持続可能なまちづくりに向け効率的、効果的な交通体系の構築を   

推進することとしており、将来の人口減少・超高齢化社会の到来等を見据

えた中で、市民の日常生活を支える身近な生活エリアの交通環境などの 

整備の重要性がこれまで以上に高まるものとしています。 

・ 身近な交通環境等においては、誰もが安全、安心、快適に移動できる交通

環境の整備を推進し、多様な主体との連携による持続可能な交通環境の整

備に向けて、地域の特性やニーズに応じた取組を進めることとしています。 

 総合都市交通計画 

・ 交通政策の目標として、「首都圏機能の強化及び活力ある本市都市構造の  

形成に向けた交通環境の整備」、「誰もが安全・安心・快適に利用できる    

交通環境の整備」、「災害に強い交通環境の整備」、「地域特性に応じたきめ

細やかなまちづくりを支える交通環境の整備」、「地球にやさしい交通環境

の整備」の５つが定められています。 

 地域公共交通の課題 

・ 「変化する輸送需要への対応」、「まちづくりとの連携」、「利用環境の整備・

改善」、「多様化するニーズなどへの対応」の４つを主な課題として整理し、

関連する基盤整備や開発事業における進捗状況との整合や、利用者からの

意見等を踏まえながら、誰もが安心して利用できる環境を整備するため、 

効率的・効果的なネットワークの構築を図る必要があります。 
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川崎市総合計画＜第２期実施計画＞ 

（１）都市構造の考え方 

 ①広域調和型のまちづくり 

近隣都市との適切な役割を分担しながら、

広域的視点を踏まえた各拠点の魅力の創出

に向けたまちづくり 

 ②地域連携型のまちづくり 

ターミナル駅や身近な駅周辺など、市民の

身近な日常生活を支える各地域の自立と連

携をめざしたまちづくり 

（２）交通体系の考え方 

 「持続可能なまちづくりに向けた効率的・効果的な交通体系の構築」 

  ①広域的な交通網の整備 ②市域の交通網の整備 ③身近な交通環境などの整備 

将来の人口減少・超高齢化社会の到来等を見据えると、市民の日常生活を支える身近な

生活エリアの重要性がこれまで以上に高まる。 

総合都市交通計画 課 題 

＜交通政策の目標＞ 

①首都圏機能の強化及び活力ある本市都市構造

の形成に向けた交通環境の整備 

②誰もが安全、安心、快適に利用できる交通環境

の整備 

③災害に強い交通環境の整備 

④地域特性に応じたきめ細やかなまちづくりを

支える交通環境の整備 

⑤地球にやさしい交通環境の整備 

基本 

方針 

地域特性に応じた多様な主体との連携により地域公共交通ネット

ワークを形成し、持続可能な地域交通環境の向上を目指す。 

図 上位計画等や地域公共交通の課題を踏まえた本計画の基本方針 

変化する輸送需要への対応

まちづくりとの連携

利用環境の整備・改善

多様化するニーズなどへの
対応

1
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5.2 目指すべき地域公共交通ネットワークの将来像 

上位計画に示される４つの生活行動圏を単位として、駅を中心とする地域公共 

交通ネットワークの形成を目指します。 

   地域公共交通ネットワークは、総合都市交通計画に基づく「鉄道ネットワーク」

に、拠点間を結ぶ「基幹バスネットワーク」と拠点や鉄道駅、各種施設間を結び  

基幹バスネットワークを補完する「地域バスネットワーク」、さらに地域内の施設

や路線バス１へのアクセスを確保する「地区コミュニティ交通」の４つが階層的に 

構成され、相互に連携しながら構築することを目指します。 

   また、現在の路線バスネットワークは、市内各地に限らず隣接都市の鉄道駅等に

広がる路線網が形成されていることを踏まえ、隣接都市の鉄道駅へのアクセス路線

の維持を進めます。 

図 将来の目指すべき地域公共交通ネットワークの考え方 

鉄道ネットワーク
（総合都市交通計画）

●基幹バスネットワーク
【路線バス】

●地域バスネットワーク
【路線バス】

●地区コミュニティ交通
【コミュニティ交通】

●地域公共交通ネットワーク
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（１）基幹バスネットワーク形成に向けた考え方 

●生活行動圏を越えて市域の拠点駅等を結び、鉄道とともに骨格を成し、多く

の沿線地域の移動を支えるネットワークを形成する 

・ 「現在の運行本数」及び「移動傾向」をはじめ、「基盤整備や開発事業」、「エ

リア間移動のリダンダンシー（複数経路の確保）」、「交通事業者の運行動向」

を総合的に捉えながら、基幹バスネットワークの形成を目指していきます。 

・ 基幹バスネットワークを構成する路線は、鉄道のような輸送力や定時性、 

速達性を確保する取組が求められることから、特にピーク時における速達

性や定時性に配慮した取組により、利便性の向上を図ります。 

図 将来の目指すべき基幹バスネットワーク形成イメージ 

2
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主な取組 ・基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設・見直し 

（鷺沼駅周辺再整備、大師橋駅駅前交通広場整備、横浜市高速鉄道 

３号線の延伸など） 

・ＢＲＴ２８の導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上 

・長大路線における運行効率化 

 （大師橋駅を活用したフィーダー２９化による川崎への集中を分散） 

・川崎駅東口周辺における駐車対策の推進 

・交通流動の改善（バスベイ３０設置等） 

担うべき 

交通手段 

・路線バス１

備考 ・基幹バスネットワークの運行形態については、必ずしも一つの系統に

より拠点・起終点間を結ぶ形態ではなく、複数の系統で構成して一定

の運行本数を確保する形態も採用するなど、地域の利用実態等に応じ

て適切な運行形態を設定します。 

・また、前ページのネットワークは特定の路線・系統を示したものでは

ありません。 

一つの系統が起終点間を結ぶ形態
複数の系統により拠点間で
一定の本数を確保する形態

起終点となる拠点のバス停

途中停留所

系統Ａ

起終点となる拠点のバス停

途中停留所

系統Ａ

系統Ｂ

系統Ｃ

系統Ｄ

系統Ｅ

基幹バスネットワーク 基幹バスネットワーク
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（２）地域バスネットワーク形成に向けた考え方 

●地域特性に応じ、鉄道駅と住宅地、公共公益施設等をつなぐバス路線で、

主に生活行動圏内の移動を支えるネットワークを形成する 

・ 身近な鉄道駅と住宅地、公共公益施設等への移動を中心に、「路線バス１の

走行環境」「利用者の特性」「開発動向」などの地域特性を踏まえ、地域バス

ネットワークの形成を目指していきます。 

・ 地域バスネットワークを構成する路線は、重複路線等におけるバス事業者

間の調整による運行の見直しや、長大路線における運行効率化により、バス

の輸送資源を生み出し、基盤整備や開発事業を踏まえ、路線の新設などを 

行っていきます。 

・ なお、路線の新設などにあたり、路線バス社会実験制度１４を活用するなど、  

地域交通ネットワークの形成に向けた取組を推進します。

（本市の基本的な考え方） 

・ 基幹バスネットワークを踏まえ、鉄道駅と住宅地、公共公益施設を結ぶ路線

により地域バスネットワークの形成を目指していきます。 

図 将来の目指すべき地域バスネットワーク形成の概念図

3
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（臨海部方面の考え方） 

・ 基幹バスネットワークを踏まえ、川崎駅と住宅地、公共公益施設等を結ぶ  

路線について、大師橋駅駅前交通広場の整備の機会を捉え、川崎駅及び大師

橋駅と臨海部を結ぶ路線を適切に組み合わせることにより地域バスネット

ワークの形成を目指していきます。 

図 将来の目指すべき地域バスネットワーク形成の概念図 

主な取組 ・長大路線における運行効率化 

・重複路線等における運行調整による効率化 

・基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設・見直し 

（鷺沼駅周辺再整備、大師橋駅駅前交通広場整備、横浜市高速鉄道 

３号線の延伸など） 

担うべき 

交通手段 

・路線バス１
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（３）地区コミュニティ交通の考え方 

●路線バス１を利用しづらい住宅地から鉄道駅や生活施設等への移動を補完

する交通で、地域特性に応じて身近な生活の移動を支える交通手段（地域の

取組状況に応じて反映） 

・ 鉄道駅へのアクセスは路線バスを基本としながらも、路線バスが利用しづ

らい地域において、地域主体のコミュニティ交通９導入に向けた取組に対し、

「地域ニーズ」、「地域の道路状況」、「周辺の公共交通３」、「地域住民の高齢

化状況」、「地域の地形（高低差）」などの地域特性に応じた支援を行ってい

きます。 

・ 地区コミュニティ交通では、地域ニーズを的確かつ迅速に把握しながら、 

多様な主体と連携し、様々な運行手法の活用により交通手段の確保を進め

ていきます。 

  図 町丁目別高齢化率（平成２７（２０１５）年）    図 市内の地形概況図 

(出典)「川崎市都市計画マスタープラン」 

主な取組 ・地域の輸送資源の活用 

・様々な運行手法の活用 

・地域交通８の技術的・資金的支援の見直し 

・地域交通の導入に向けた取組手順の見直し 

担うべき 

交通手段 

・コミュニティ交通 

多摩丘陵

多摩川低地

埋立地

4
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６  目標および目標達成のための施策・事業 

6.1 目標および目標達成のための施策・事業 

（１）計画の目標 

  地域公共交通２の現状と課題及び本計画の基本方針を踏まえ、計画の目標を次の 

とおり設定します。 

１）目標１：効率的・効果的な路線バスネットワークの形成 

 社会変容や就業人口の増加及び高齢化の進展などによる路線バス１の輸送需

要の変化などを踏まえた効率的・効果的なネットワークの形成を目指します。 

 基盤整備や開発事業の進捗を踏まえ、駅アクセスの向上や地域の交通機能強

化への対応、新たな基盤整備を念頭にした効果的なネットワークの形成を  

目指します。 

 市民ニーズが多様化する中で、地域特性に応じた移動手段等の確保を目指し

ます。 

２）目標２：活力あるまちづくりに資する交通環境整備の推進 

 バス利用が集中する川崎駅東口周辺をはじめ、効率的・効果的な路線バス   

ネットワークの形成にも資する、安心・安全に利用できる環境整備を目指し

ます。 

 駅前広場整備の機会を捉え、交通結節機能の強化を図るなど、地域にあった

まちづくりと連携した交通環境整備を目指します。 

 バス利用者からの意見・ニーズを踏まえ、利用者にとってわかりやすい乗り

場配置など、利用者が安心して利用できる環境整備を目指します。 
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３）目標３：快適で利用しやすい輸送環境整備の推進 

 バス利用者からの意見・ニーズを踏まえ、走行環境改善による定時性の確保や

車内混雑の緩和など、利用者が安心して利用できる環境整備を目指します。 

 バスの利用傾向を踏まえ、急行便の設定により輸送サービスの快適性を向上 

するなど、快適に利用できる環境整備を目指します。 

 公共交通３機関の利用促進や環境に配慮した車両の導入により、脱炭素化に  

向けた環境にやさしい環境整備を目指します。 

 ノンステップバス１５やユニバーサルデザインタクシー１６など、高齢者や障が

い者等に配慮した車両の導入により、誰もが安心・安全で快適に利用できる  

交通環境の整備を目指します。 

４）目標４：地域特性に応じた移動ニーズへの対応 

 少子高齢化の進展や免許返納の増加、働き方改革４の推進などによる社会状況

の環境変化によって、市民ニーズが多様化し、輸送需要が変化しつつある中で、

路線バス１による対応が困難な地域に対し、地域における輸送資源の活用を  

図ることで、地域特性に応じたよりきめ細かい移動手段の確保を目指します。 

5
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（２）目標達成のための施策・事業 

  目標を達成するための施策及び事業については、次のとおり設定し、行政である

本市が主体となって交通事業者等と連携し、各施策・事業に取り組んでいきます。 

１）目標１に関する施策・事業 

効率的・効果的な路線バスネットワークの形成 

  基盤整備や開発事業、横浜市高速鉄道３号線の延伸等の進捗を踏まえ、路線バス

１の利用実態等に応じて輸送力の確保や効率化、分散化を進めるため、次の施策  

及び事業を展開します。 

 施策（１）効率的・効果的なネットワーク形成に資する新規路線・路線見直し

基盤整備や開発事業の進捗を踏まえ、駅アクセスの向上や地域の交通機能

強化への対応を図るとともに、ピーク時を中心とした臨海部におけるバス 

車内の混雑や長時間乗車などの課題へ対応していくために、次の事業を実施

します。 

＜事 業＞ 

① 基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設・見直し

② ＢＲＴ２８の導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上 

③ 臨海部における交通拠点整備による交通結節機能の強化 

 施策（２）路線バスの利用実態等を踏まえた路線の効率化 

運行距離の長い路線における定時性の確保や、複数の事業者により系統が

重複している区間での利便性の向上に向けて、路線バスの利用実態等を踏ま

えながら、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 長大路線における運行効率化 

② 重複路線等における運行計画の調整による効率化 

 施策（３）横浜市高速鉄道３号線の延伸を見据えたバスネットワークの構築

横浜市高速鉄道３号線の延伸を見据え、新たな移動ニーズが発生すること

を念頭に、将来の効率的・効果的なバスネットワークの構築に向け、次の

事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 横浜市高速鉄道３号線の延伸を見据えたバスネットワークの検討 
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２）目標２に関する施策・事業 

活力あるまちづくりに資する交通環境整備の推進

  駅前広場の整備にあわせ、効率的・効果的なネットワークの形成を支えるための

交通結節機能を強化するとともに、利用が集中する川崎駅東口周辺の交通利用環境

の向上を図りつつ、最新のＩＣＴ２２等を活用しながら、公共交通３への利用促進を

図っていくために、次の施策及び事業を展開します。 

 施策（１）駅前広場の整備にあわせた交通結節機能の強化 

新たな駅前広場の整備が進められる中、鉄道駅における鉄道と路線バス１

等との乗換えを円滑なものとしていくために、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 駅前広場の整備にあわせた乗換えの利便性向上 

 施策（２）川崎駅周辺における交通利用環境の向上 

川崎駅周辺に集中する路線バスの走行環境や、一部の停留所への運行便数

の集中による停留所の混雑について改善を図っていくために、次の事業を 

実施します。 

＜事 業＞ 

① 川崎駅東口周辺における交通環境の改善 

② 川崎駅東口駅前広場における利用環境の向上 

③ 川崎駅東口周辺における駐車対策の推進 

 施策（３）ＩＣＴ等を活用した地域公共交通の利用促進 

バスがいつ来るかわからないといった要望への対応や、バスを移動手段と

して認知していただけるよう、最新のＩＣＴ等を活用しながら路線バスの 

利用促進を図っていくために、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 停留所における情報提供の充実 

② ＭａａＳ２４の活用 

③ 多様な資源・媒体を活用した利用促進 

6
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３）目標３に関する施策・事業 

快適で利用しやすい輸送環境整備の推進 

  路線バス１の利用に関する御要望への対応や、利用者や地球環境に優しい交通 

環境の整備を目指し、次の施策及び事業を展開します。 

 施策（１）定時性確保に向けた交通環境の改善 

バス利用者からの御意見・御要望として多いバスの定時性の確保に対し、

支障となる様々な問題への対応を図りながら走行環境を改善していくため

に、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 小川町バス乗降場適正利用の推進 

② 交通流動の改善 

 施策（２）輸送サービスの快適性向上 

利用者の多い系統でピーク時を中心にみられる、起点バス停から終点バス

停までの継続した車内混雑の改善や、利用者における着席志向へ対応してい

くために、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上 

 施策（３）ひとや環境にやさしい交通環境の整備 

少子高齢化の進展などを背景に、高齢者、障がい者をはじめとした誰もが

利用しやすい公共交通３や、上位計画や関連計画などで位置付けられた脱炭

素化に向けたまちづくりを推進していくために、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① バス待ち環境の改善 

② ユニバーサルデザイン３１による交通結節点等の整備 

③ ひとや環境に配慮した車両の導入 

④ オフピーク通勤２６の推進 

⑤ 高齢者の外出しやすい交通環境の整備 
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４）目標４に関する施策・事業 

地域特性に応じた移動ニーズへの対応 

  社会状況の環境変化により市民ニーズが多様化する中、多様な主体と連携を図り、

地域における輸送資源を活用するなど、地域特性に応じたよりきめ細かい交通手段

の確保を目指して、次の施策及び事業を展開します。 

 施策（１）多様な主体との連携によるコミュニティ交通導入の促進 

高齢化が進展し、新たな路線バス１需要が見込まれる中、起伏が多い地形

や狭あいな道路により路線バスの運行が困難な地域において交通手段の  

確保を図っていくために、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 地域の輸送資源の活用 

② 様々な運行手法の活用 

 施策（２）地域支援の効率的・効果的手法の導入 

地域協議会による主体的な交通手段の確保に関する取組を効率的・効果的

に支援していくために、次の事業を実施します。 

＜事 業＞ 

① 地域等への技術的・資金的支援の見直し 

② コミュニティ交通の導入に向けた取組手順の見直し

7
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地域公共交通２の課題と計画の基本方針、目標及び目標を達成するための施策・事業 

については、下図のとおり設定します。 

図 地域公共交通の課題・計画の基本方針
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・目標と目標達成のための施策・事業 

8
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6.2 事業内容 

（１）目標１「効率的・効果的なバスネットワークの形成」に関する施策・事業 

目標・施策 
目標１－施策（１） 

効率的・効果的なネットワーク形成に資する新規路線・路線の見直し

事業 ① 基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設・見直し

対象エリア 全エリア 

実施主体 

行政、 

交通事業者、 

道路管理者、 

交通管理者 

実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 鉄道や道路の整備により、新たな人の流れや移動ニーズの発生が想定される  

ほか、開発事業と関連した駅前広場整備が進むことで、駅アクセスの向上やバス

路線新設の契機となることが想定されます。 

 このため、基盤整備や開発事業の動向やスケジュールを的確に捉え、早期段階

での事業者間調整や路線バス社会実験制度１４の活用等により、市民サービスの 

維持向上に向け、効率的・効果的なバスネットワークの形成に資する路線新設

及び見直しを図ります。 

関連する事業

１－(１)－③ 臨海部における交通拠点整備による交通結節機能の強化

１－(２)－① 長大路線における運行効率化 

２－(１)－① 駅前広場の整備に合わせた乗換えの利便性向上 

その他(備考)

路線新設に向けた
検討 

新規路線運行・ 
継続検討 

図 路線バスネットワークの充実 イメージ図

(出典)鷺沼駅周辺再編整備に伴う公共機能に関する基本方針  

図 羽田連絡道路イメージパース 

(出典)川崎市資料

登戸・向ヶ丘遊園

新百合ケ丘
溝口

鷺沼駅 武蔵小杉
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目標・施策 
目標１－施策（１） 

効率的・効果的なネットワーク形成に資する新規路線・路線の見直し

事業 ② ＢＲＴの導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上 

対象エリア 川崎駅・臨海部周辺エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 臨海部へのアクセスについては、川崎駅からのバス交通への依存度が高く、

ピーク時におけるバス車内の混雑や長時間乗車が課題となっており、交通環境の

改善が求められています。また、京急大師線とＪＲ南武支線から離れた臨海部中

央部への基幹的交通軸が形成されていないことなども課題となっています。 

 このため、臨海部の持続的な発展を支え、価値を向上させる交通機能の強化を

目指し、ＢＲＴ２８導入に向けた取組等により輸送力、速達性の向上を図ります。 

関連する事業

２－(２)－② 川崎駅東口駅前広場における利用環境の向上 

２－(２)－③ 駐車対策の推進、３－(１)－② 交通流動の改善 

３－(２)－① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上

３－(３)－③ ひとや環境に配慮した車両の導入 

その他(備考)

＜ＢＲＴ導入により期待される主な効果＞ 
・路線バス１の機能強化として、既存の道路を活用し、①連節バスの導入及び急行運転、
②ＰＴＰＳ３２搭載車両の差別化による効果的な運用、③路上駐車の削減による専用・
優先レーンの効果的な運用、などにより輸送力、速達性を向上 

・公共交通３の利用促進及び環境に配慮された車両の導入による交通分野での低炭素化
を促進 

・通勤ピーク時における川崎駅東口駅前広場の混雑や、路線バスの長蛇の乗車待ち・乗
りこぼしの改善等、通勤環境を改善 

ＢＲＴ導入に
向けた検討等

ＢＲＴ運行・ 
既存路線の再編検討

図 ＢＲＴ導入イメージ 

9
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目標・施策 
目標１－施策（１） 

効率的・効果的なネットワーク形成に資する新規路線・路線の見直し

事業 ③ 臨海部における交通拠点整備による交通結節機能の強化 

対象エリア 川崎駅・臨海部周辺エリア 

実施主体 行政 実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 臨海部へのアクセスについては、交通拠点及び拠点間を結ぶ主要な交通となる

基幹的交通軸等の形成により効率的な移動の実現を目指します。その中で、交通

ネットワークの形成を効果的なものとするためには、交通結節機能の強化を図る

必要があります。 

また、新たな交通結節点から臨海部地域へのバス路線の導入は、現在の川崎駅

を起点としたバス路線における混雑の分散化にも寄与することが期待されます。 

 このため、駅前交通広場の整備を予定している京急大師線大師橋駅等の交通  

拠点の整備を進めます。 

関連する事業

１－(１)－① 基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設・見直し

１－(２)－① 長大路線における運行効率化 

２－(１)－① 駅前広場の整備に合わせた乗換えの利便性向上 

その他(備考)

交通結節点整備に向けた取組の推進 

図 大師橋駅駅前交通広場イメージパース及び設計図

※交通管理者との協議等により、 
レイアウトについては変更となる可能性があります。

※交通管理者との協議等により、 
レイアウトについては変更となる可能性があります。

91 

目標・施策 
目標１－施策（２） 

 路線バスの利用実態等を踏まえた路線の効率化 

事業 ① 長大路線における運行効率化 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

バス事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

運行距離の長い路線においては、ある地点で発生した遅延が伝播し、定時性の 

確保が課題となっています。 

このため、路線バス１現在の運行本数等を把握し、その情報を基にバス事業者と

協議を行いながら、路線の分割化など利用実態に応じた路線バスの効率的かつ  

効果的な運行を推進します。 

図 市内各区別発着路線の運行距離帯別の運行便数の構成比率（令和２年４月１日現在）

(出典)各社時刻表に基づき作成

図 市内に起終点がある運行距離の長い路線 

※営業所からの入出庫系統を除く

運行計画検討・各事業者との調整・運行計画実行 
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＜川崎駅・臨海部周辺エリア＞ 

  川崎駅・臨海部周辺エリアについては、比較的距離の長い路線が多く、また、

ピーク時のバス車内が混雑している状況です。このため、京急大師線大師橋駅に

おける駅前広場整備を契機に、路線の見直しによる効率的な運行と定時性の確保

を目指します。 

関連する事業

１－(１)－① 基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設・見直し

１－(１)－③ 臨海部における交通拠点整備による交通結節機能の強化

１－(２)－② 重複路線等における運行計画の調整による効率化 

２－(１)－① 駅前広場の整備に合わせた乗換えの利便性向上 

その他(備考)

図 川崎駅・臨海部周辺エリアにおけるバス路線イメージ

凡  例 

      新設・増便等 

      減便・見直し等 
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目標・施策 
目標１－施策（２） 

 路線バスの利用実態等を踏まえた路線の効率化 

事業 ② 重複路線等における運行計画の調整による効率化 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

バス事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 バス路線には重複する系統が存在し、中にはダイヤが近接している状況も見受

けられていることから、より効率的な運行を行う必要があります。 

 このため、既存のダイヤや利用実態等を基にこうした課題のある路線を洗い 

出し、交通事業者との調整により、運行間隔や運行本数等の見直しを行いながら、

見直しによって生じた輸送資源を市民サービスの維持・向上に資する他の路線へ

振り分けるなど、効率的・効果的な運行を推進します。 

また、学校や病院、企業をはじめとする施設等への運行路線については、

直行便等の導入検討により、既存路線の効率化を図ります。

関連する事業 １－(２)－① 長大路線における運行効率化 

その他(備考)

図 等間隔運行について

(出典)「地域公共交通の活性化及び再生に関する  

法律等の一部を改正する法律について」より抜粋 

系統の
重複

鉄道駅

重複系統
の解消

鉄道駅
系統の統合

図 重複路線の統合イメージ 

各施設への直行便
等

図 直行便等のイメージ 

運行計画検討
運行計画検討・各事業者との調整・運行計画実行 

11
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目標・施策 
目標１－施策（３） 

 横浜市高速鉄道３号線の延伸を見据えたバスネットワークの構築 

事業 ① 横浜市高速鉄道３号線の延伸を見据えたバスネットワークの検討 

対象エリア 北部エリア・中部エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

鉄道の整備により、新たな人の流れ、移動ニーズの発生が想定されます。 

 このため、横浜市高速鉄道３号線の延伸を見据え、各交通事業者と協議・調整

を図りながら、バス路線の考え方をとりまとめます。 

関連する事業 １－(１)－① 基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設見直し

その他(備考)

図 横浜市高速鉄道３号線の概略ルート・駅位置図 

(出典)川崎市・横浜市報道発表資料（令和２年１月２１日）

新百合ヶ丘、王禅寺、すすき野エリア等 

へのアクセス検討 
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（２）目標２「活力あるまちづくりに資する交通環境整備の推進」に関する施策・事業 

目標・施策 
目標２－施策（１） 

 駅前広場の整備にあわせた交通結節機能の強化 

事業 ① 駅前広場の整備にあわせた乗換えの利便性向上 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 市街地再開発事業２０等と関連した駅前広場整備が進むことで、駅アクセスの向

上や路線検討等の契機となることが想定されます。路線バス１は鉄道端末交通１９

手段として利用されている実態を踏まえると、鉄道駅における鉄道と路線バスと

の乗換えを円滑にできるようにする必要があります。 

 現在、検討が進められている鷺沼駅周辺再編整備や登戸土地区画整理事業２１ 

などの大規模整備を契機に、鉄道を降りてすぐにバスの情報が得られるような、

わかりやすい情報提供案内板や誘導サインの設置など、駅前広場等の整備に併せ

て駅・停留所相互における乗換えの利便性向上を図ります。 

 ＜予定されている主な事業＞ 

関連する事業

１－(１)－① 基盤整備や開発事業を踏まえた効率的・効果的な路線の新設・見直し

１－(１)－③ 臨海部における交通拠点整備による交通結節機能の強化

２－(３)－① 停留所における情報提供の充実 

その他(備考)

各事業者との調整 

12
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目標・施策 
目標２－施策（２） 

 川崎駅周辺における交通利用環境の向上 

事業 ① 川崎駅東口周辺における交通環境の改善 

対象エリア 川崎駅・臨海部周辺エリア 

実施主体 
行政、 

バス事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 臨海部では、川崎駅東口駅前広場及び隣接道路からの路線バス１の増便が困難

な中、通勤手段として企業送迎バスを導入している企業が多くあり、通勤の一端

を担っています。しかし、企業送迎バスの乗降等によって生じる路線バスの走行

環境の阻害も散見されています。 

 このため、企業送迎バスによる臨海部方面への通勤環境や観光バスなどの利用

環境の改善に向けて、乗降場の集約化及び停留所の上屋整備等により小川町バス

乗降場の交通環境を改善し、利用者の利便性向上を図るとともに、川崎駅東口

周辺道路への過度な集中の是正を図ります。 

関連する事業
２－(２)－② 川崎駅東口駅前広場における利用環境の向上 

３－(１)－① 小川町バス乗降場適正利用の推進 

その他(備考)

小川町バス乗降場
上屋整備 

利用環境整備に 
向けた検討 

図 小川町バス乗降場整備計画図 

(出典)臨海部ビジョンリーディングプロジェクト中間評価【概要説明資料】（令和２年５月２１日）
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目標・施策 
目標２－施策（２） 

 川崎駅周辺における交通利用環境の向上 

事業 ② 川崎駅東口駅前広場における利用環境の向上 

対象エリア 川崎駅・臨海部周辺エリア 

実施主体 
行政、 

バス事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 川崎駅東口駅前広場では、市内主要駅の中でも発着するバスの運行本数が市内

随一の多さとなっており、一部の停留所については運行便数の集中による停留所

の混雑が見受けられているほか、同一方向への乗り場が複数個所に分散している

など、利用者への環境整備が課題となっています。 

 一方で、大師橋駅駅前交通広場の整備を契機とした大師橋駅から臨海部方面へ

のバス路線の導入により、川崎駅を起点としていたバス路線における混雑の分散

化にも寄与することが期待されます。 

 このため、各路線やバス停の利用状況を踏まえつつ、各バス事業者との協議・

調整を行いながら、川崎駅東口の利用者の分散化などにより、快適な利用環境の

向上を図ります。 

関連する事業

１－(１)－③ 臨海部における交通拠点整備による交通結節点の強化 

２－(２)－① 川崎駅東口周辺における交通環境の改善 

３－(２)－① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上 

その他(備考)

図 市内主要駅から運行するバスの便数

(出典)各社時刻表に基づき作成

適正な乗り場配置に

向けた検討 
運用開始 

各事業者

との調整

図 川崎駅東口のバス乗り場別・事業者別 

運行便数（始発～１０：００）

(出典)各社時刻表に基づき作成
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（川10）水江町、ゼロ・エミ団地、塩浜、塩浜営業所

（川21）水江町、エリーパワー前

（川21）塩浜二丁目、塩浜営業所

（川25）富士電機前、富士電機循環

（川28）京町循環、浜川崎営業所（川30）鶴見駅東口

（川23）大師

（川22）浜町二丁目、三井埠頭、川崎港郵便局前

（川27）日清製粉前（急）富士電機前、浜川崎営業所

（急行）水江町、エリーパワー前、ゼロ・エミ工業団地（直通）大師

（急行）水江町、ゼロ・エミ団地、（特急）東扇島循環

（川04）市営埠頭、塩浜営業所、京セラ

（川05）東扇島循環

（川07）東扇島西公園前 ほか

（川40）水江町、JFE前、塩浜営業所 ほか

（川15）小田栄循環（左周り）

13
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目標・施策 
目標２－施策（２） 

 川崎駅周辺における交通利用環境の向上 

事業 ③ 川崎駅東口周辺における駐車対策の推進 

対象エリア 川崎駅・臨海部周辺エリア 

実施主体 

行政、 

バス事業者、 

交通管理者 

実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

川崎駅周辺地区においては、商業・飲食店等が立地していることから多くの

荷さばき車の路上駐停車が確認されており、幹線道路においてはバス等の公共 

交通３が避けて運行するなど、円滑な交通流動を阻害する要因となっています。 

 このため、幹線道路における公共交通等の円滑な交通流動の確保に向け、市役

所通りや新川通りなどにおける駐車対策を推進することにより、駅前の交通混雑

を解消し、路線バス１をはじめとする公共交通の運行環境改善を図ります。 

関連する事業
１－(１)－② ＢＲＴの導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上

３－(２)－① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上

その他(備考)

駐車車両の対策の推進 

図 交通環境の改善イメージ
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目標・施策 
目標２－施策（３） 

 ＩＣＴ等を活用した地域公共交通の利用促進 

事業 ① 停留所における情報提供の充実 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

バス事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

路線バス１の利用に関する要望として、「バスがいつ来るかわからない」という 

内容について指摘が挙げられています。 

 こうした中、バスの接近情報や現在の運行位置を確認できるバスロケーション

システム３３の導入については、待ち時間の把握などバスの利便性を高めることや 

利用者数の維持・増加が期待されます。 

 このため、利用者の多い停留所を中心にバスロケ―ションシステム表示機の 

導入を促進し、特に同表示機の導入が困難な停留所については、ＱＲコード３４に

よる情報提供等により、利便性の向上を図ります。 

関連する事業 ３－(３)－① バス待ち環境の改善 

その他(備考)

図 バス停における情報提供の充実例

導入箇所検討・各事業者との調整・導入開始

14
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目標・施策 
目標２－施策（３） 

 ＩＣＴ等を活用した地域公共交通の利用促進 

事業 ② ＭａａＳの活用 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

日常的な混雑の緩和や、路線バス１の運行が難しい地域への交通手段の確保等

へ対応していく中で、多様な交通手段の連携を進めるうえでＭａａＳ２４を活用し

ていくことが考えられます。 

 その中で、新百合ヶ丘駅周辺では、ＭａａＳアプリの実証実験や、同アプリを

活用した一定区域内の約５００か所で乗降可能なオンデマンド交通２３の実証 

運行など、新たな取組の導入検討が進められています。 

 このため、ＩＣＴ２２を活用したＭａａＳの積極的な活用により、公共交通３の

利用促進や利用者の利便性向上に向けた取組等を推進します。 

関連する事業
２－(３)－③ 多様な資源・媒体を活用した利用促進 

３－(２)－① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上 

その他(備考)

図 通勤型でのＭａａＳによる情報提供イメージ

ＭａａＳ普及に向けた取組の推進

図 しんゆりＭａａｓ実証実験の取組全体像 

イメージ

(出典)国土交通省「令和２年度 日本版ＭａａＳ

推進・支援事業３８事業について」より抜粋

実証実験を
踏まえた
導入検討
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目標・施策 
目標２－施策（３） 

 ＩＣＴ等を活用した地域公共交通の利用促進 

事業 ③ 多様な資源・媒体を活用した利用促進 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 地域公共交通２の利用促進については、ホームページや広報誌などによる情報

提供が一般的でしたが、価値観や生活スタイルが多様化する中では、様々な人に

応じたきめ細かな広報、情報提供が必要となります。 

 本市を含む南武線沿線５自治体による「南武線沿線自治体シティプロモーショ

ン推進協議会」では、南武線沿線をめぐり「おいしい風景」をインスタグラムに

投稿していただくフォトコンテストを開催し、ＳＮＳ３５を活用した沿線の魅力発

信に関する取組が進められているほか、川崎駅中央改札口では、バスの総合案内

表示板を設置するなど、地域公共交通の情報と地域公共交通を利用した外出促進

に対するＩＣＴ２２の活用が進められています。 

 一方で、ＩＣＴの利用経験が乏しい市民に対して直接的に訴求できる案内や、

利用促進の取組も重要です。 

 このため、ＩＣＴを積極的に活用しながら効果的な広報を進めていくとともに、

利用者層に応じて多様な資源・媒体を活用しながら、地域公共交通の利用促進に

向けた取組を推進します。 

関連する事業 ２－(３)－② ＭａａＳの活用 

その他(備考)

多様な資源・媒体を活用した取組の推進

15
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（３）目標３「快適で利用しやすい輸送環境整備の推進」に関する施策・事業 

目標・施策 
目標３－施策（１） 

 定時性確保に向けた交通環境の改善 

事業 ① 小川町バス乗降場適正利用の推進 

対象エリア 川崎駅・臨海部周辺エリア 

実施主体 
行政、 

バス事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

川崎駅周辺の幹線道路では、企業送迎バスの停車が多く確認されるなど、一般

車や路線バス１をはじめとする公共交通３の流動阻害を発生させています。 

 このため、幹線道路における公共交通等の円滑な交通流動の確保に向け、企業

送迎バスを中心に、整備された小川町バス乗降場への誘導、集約を図ることに

より、路線バスをはじめとする公共交通の交通環境改善を図ります。 

関連する事業 ２－(２)－① 川崎駅東口周辺における交通環境の改善 

その他(備考)

適正利用の運用開始 

図 小川町バス乗降場整備イメージ
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目標・施策 
目標３－施策（１） 

 定時性確保に向けた交通環境の改善 

事業 ② 交通流動の改善 

対象エリア 全エリア 

実施主体 

行政、 

バス事業者、 

道路管理者、 

交通管理者 

実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

路線バス１の利用に関する意見として、道路混雑による遅延等が挙げられて 

おり、走行環境の改善が課題となっています。 

 このため、様々な道路整備事業の推進により、走行環境の改善を進めます。 

●都市計画道路３６整備による走行環境の改善 

 都市計画道路の事業進捗を的確に捉え、道路整備により改善される交通渋滞の

緩和や各拠点駅への利便性向上を図ることで、走行環境の改善に向けた取組を 

進めます。 

●都市計画道路網の見直し方針に基づく走行環境の改善 

 交通渋滞が著しい路線において、バスベイ３０設置やボトルネックとなる交差点

の改良、ＰＴＰＳ３２の導入により、路線バス等の定時性・速達性の向上を図りま

す。  

また、平成３０（２０１８）年３月に改定した「都市計画道路網の見直し方針」

にて抽出されたモデル路線での取組効果や課題等の検証を行いながら、走行環境

の改善に向けた取組を進めます。 

関連する事業
１－(１)－② ＢＲＴの導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上

３－(２)－① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上

その他(備考)

各路線における都市計画道路の整備推進 

●都市計画道路整備による走行環境の改善

●都市計画道路網の見直し方針に基づく走行環境の改善

図 右折レーン整備後の交差点イメージ 図 バスベイ設置後イメージ 

モデル路線における取組の推進 

16
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目標・施策 
目標３－施策（２） 

 輸送サービスの快適性向上 

事業 ① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 市内のバス路線では、利用区間を同じとする多くの方がまとまって利用してい

る系統があります。このような系統を運行する便では、ピーク時を中心に起点

から終点までほぼ満員状態となっており、バス車内の混雑が課題となっています。

また、利用者における着席志向もみられるなど、ピーク時の起点バス停では次便

以降に乗車するための待ち行列が発生しています。 

 このため、比較的距離の長い系統において、起点から終点までを通して利用が

みられる場合には、急行便や直行便の運行による速達性の向上を図るとともに、

利用者が集中するためにバス車内が混雑している状況に対して、座席指定便の 

運行などによる輸送サービスにおける快適性の向上を図ります。 

 同時に、急行便などの運行区間においてはＰＴＰＳ３２の導入などにより、定時

性・速達性の向上を図ります。 

関連する事業

１－(１)－② ＢＲＴの導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上

２－(２)－② 川崎駅東口駅前広場における利用環境の向上 

２－(２)－③ 駐車対策の推進 

２－(３)－② ＭａａＳの活用 

３－(１)－② 交通流動の改善 

３－(３)－③ ひとや環境に配慮した車両の導入 

その他(備考)

導入に  
向けた検討等

急行便や着座バス等
の運行 
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目標・施策 
目標３－施策（３） 

 ひとや環境にやさしい交通環境の整備 

事業 ① バス待ち環境の改善 

対象エリア 全エリア 

実施主体 

行政、 

交通事業者、 

道路管理者 

実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 高齢化の進展と合わせて、高齢者の免許非保有者や免許返納数は近年大幅な 

増加傾向にあるなど、より一層公共交通３の需要が高まっていることから、誰もが

利用しやすい環境を整備することが求められています。 

 このため、利用者の多い停留所等を中心に停留所への上屋やベンチ設置などを 

推進し、バスの利用環境を整備します。 

 なお、停留所の設置場所によっては歩道幅員が狭いために上屋やベンチを

設置するための十分な空間が確保できない場合もあることから、安全性の確保に

も充分配慮し、関係者とも連携を図りながら地域との協働によるバス待ち環境の

整備の改善に向けた取組を推進します。 

関連する事業 ２－(３)－① 停留所における情報提供の充実

その他(備考)

導入箇所検討・各事業者との調整・運用開始

図 地域と協働によるバス停上屋設置の取組（相模原市水道路バス停）

(出典)相模原市ＨＰ

17



106 

目標・施策 
目標３－施策（３） 

 ひとや環境にやさしい交通環境の整備 

事業 ② ユニバーサルデザインによる交通結節点等の整備 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 高齢化の進展や障がい者数の増加、東京２０２０オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会の開催など、バリアフリー３７化・ユニバーサル社会の実現を取り巻く

環境は大きく変化しています。 

 このため、誰もが安心して安全に暮らし、移動できるまちをめざして、交通

環境の向上をはじめ、駅周辺や公共的施設におけるバリアフリー化の推進や、

外国人にも配慮した多言語での案内表示の充実、誰もがわかりやすい統一的な 

サインの整備など、交通ネットワークを戦略的に充実させることで、利用者に

やさしい交通環境の整備を図ります。 

関連する事業
３－(３)－③ ひとや環境に配慮した車両の導入 

３－(３)－⑤ 高齢者の外出しやすい交通環境の整備

その他(備考)

導入箇所検討・各事業者との調整・整備開始

車椅子使用者に配慮した案内板の整備 ユニバーサルデザインタクシー専用乗り場 
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目標・施策 
目標３－施策（３） 

 ひとや環境にやさしい交通環境の整備 

事業 ③ ひとや環境に配慮した車両の導入 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、 

交通事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 高齢化の進展や障がい者数の増加、 

東京２０２０オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の開催などを踏まえ、誰も

が利用しやすい移動手段の確保に向け、 

ユニバーサルデザインタクシー１６の 

普及を促進します。 

 ＢＲＴ２８の導入により輸送力及び 

速達性を高めることで、公共交通ネット

ワークの再構築や利便性を向上させ、 

マイカーからＣＯ２排出量の少ない 

公共交通へのシフトを促進し、交通シス

テムの低炭素化と利用促進を図ります。

また、車両のハイブリッドシステム３８等

の採用により省燃費を実現した環境 

配慮型の車両の導入を推進します。

脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチ

ャレンジ２０５０」において、２０５０

年の脱炭素社会の実現を目指すための

取組として、ＣＯ２排出量の少ない移動

方法を選択する「スマートムーブの  

推進」が位置付けられており、バスの 

電動車化などを促進します。 

関連する事業
１－(１)－② ＢＲＴの導入による臨海部中央部への輸送力・速達性の向上

３－(２)－① 急行便や座席指定便の運行などによる快適性の向上

その他(備考)

車両導入に向けた取組等の推進 

ユニバーサルデザインタクシー 

連節バス 

燃料電池バス 

18
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目標・施策 
目標３－施策（３） 

 ひとや環境にやさしい交通環境の整備 

事業 ④ オフピーク通勤の推進 

対象エリア 全エリア 

実施主体 

行政、 

交通事業者、 

企業等、市民 

実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 市内の鉄道及び路線バス１については、通勤・通学時を中心に混雑している状況

です。本市が関係する主な区間の鉄道混雑率（令和元（２０１９）年度）は、

ＪＲ横須賀線（武蔵小杉→西大井）、ＪＲ南武線（武蔵中原→武蔵小杉）がそれ

ぞれ１９５％、１８２％と高い値となっており、路線バスについても拠点駅へ

向かう路線の混雑が見受けられています。 

 本市では、公共交通３機関の混雑緩和に加え、ワークライフバランス３９の向上

等に向けて、新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式５」の実践例

としても示されているオフピーク通勤２６の取組を推進していきます。

関連する事業 －

その他(備考)

鉄道利用者への普及啓発 協力企業の募集 

オフピーク通勤の取組推進 
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目標・施策 
目標３－施策（３） 

 ひとや環境にやさしい交通環境の整備 

事業 ⑤ 高齢者の外出しやすい交通環境の整備 

対象エリア 全エリア 

実施主体 
行政、関係団体・

事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 川崎市高齢者外出支援乗車事業（以下「本事業」という。）は、高齢者の方々の

生きがい・健康づくり、介護予防の一助となるよう、社会的活動への参加を促進

することを目的に実施してきましたが、高齢化の進展とともに、高齢者の社会

参加のニーズが複雑化、多様化してきています。 

 また、高齢化の進展により対象者数が増加していることから、今後の中長期的

な高齢化の進展を見据えた制度への再構築が求められています。 

そのため、持続可能な制度の検討とあわせて、本事業の対象とする交通機関に

ついて日常的かつ身近な外出を支援するといった本事業の目的を踏まえ、移動を

支援する手段として、バスとの選択制による他の公共交通３での利用や、社会福祉

関係の取組との連携等の手法を検討し、高齢者の外出しやすい交通環境の整備を

推進していきます。 

【現在の本事業内容】 

市内に住民票がある年齢７０歳以上の方を対象に、次の二つの方式を選択して

路線バス１を利用することができる制度となっています。（他の公共交通機関では 

利用できない。） 

コイン式(高齢者特別乗車証明書) フリーパス式(高齢者フリーパス) 

交 付

方 法

市から対象者宛てに郵送 左記の交付を受けた者のうち、希望者が

任意で購入 

内 容

バス乗車時に証明書を提示する

ことで、大人の普通乗車料金の概

ね半額で乗車可能。 

ひと月あたり 1,000 円でフリーパスを

購入することで、通用期間内であれば何回

でも乗車可能（1,3,6,12 か月の 4 券種）。

※身体障害者手帳等を所持している方等、一定の要件を満たす方に対しては無料で

バスの乗降ができる福祉パス（１２か月間有効のフリーパス）を発行しています。 

関連する事業 ４－(１)－② 様々な運行手法の活用

その他(備考)

他交通機関への導入検討 

19
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（４）目標４「地域特性に応じた移動ニーズへの対応」に関する施策・事業 

目標・施策 
目標４－施策（１） 

 多様な主体との連携によるコミュニティ交通導入の促進 

事業 ① 地域の輸送資源の活用 

対象エリア 全エリア（地域の取組状況に応じ反映） 

実施主体 

行政、 

運行事業者、 

地域住民 

実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

 高齢化の進展と合わせて、高齢者の免許非保有者や免許返納数が近年大幅な 

増加傾向にあるなど、より一層地域公共交通２の需要が高まっている状況です。 

 このため、起伏が多い地形や狭あいな道路により大きな車両の通行が困難な 

地域について交通事業者による運行が難しい場合には、施設送迎車をはじめと 

する交通手段の活用を図るなど、コミュニティ交通９の導入に向けた地域主体の

取組を推進します。 

関連する事業

４－(１)－② 様々な運行手法の活用

４－(２)－① 地域等への技術的・資金的支援の見直し 

４－(２)－② コミュニティ交通の導入に向けた取組手順の見直し

その他(備考)

買い物バス（白幡台地区） 

みらい号（野川南台地区） 

図 地域交通施策の方向性

(出典)総合都市交通計画より抜粋

あじさい号（長尾台地区） 山ゆり号（高石地区） 

取組手順

の検討

取組手順の検討を踏まえた 

地域住民支援 
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目標・施策 
目標４－施策（１） 

 多様な主体との連携によるコミュニティ交通導入の促進 

事業 ② 様々な運行手法の活用 

対象エリア 全エリア（地域の取組状況に応じ反映） 

実施主体 
行政、 

運行事業者 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

コミュニティ交通９については、乗合型やボランティア運行、施設送迎など、

様々な運行形態を地域特性に応じて選択し、導入に向けた検討を進めます。 

その中で、乗合型については、路線バス１のように停留所を設置して路線を定め

て運行する手法やＩＣＴ２２を活用して需要に応じて予約を受けて運行する手法

などがあることから、地域特性に応じた手法を活用し、地域公共交通２の環境向上

を図ります。 

 また、多様なニーズに応じたドアツードアの輸送が提供可能なタクシーについ

ても、国などにおいて新たな料金制度の導入に向けた検討や、ＩＣＴを活用した

相乗りタクシー実証実験などが行われており、潜在需要の活性化が期待される 

ことから、本市においても動向を注視しながら連携した取組を推進します。 

関連する事業

４－(１)－① 地域の輸送資源の活用

４－(２)－① 地域等への技術的・資金的支援の見直し 

４－(２)－② コミュニティ交通の導入に向けた取組手順の見直し

その他(備考)

図 相乗りタクシーの利用イメージ

(出典)国土交通省「平成３０年１月から「相乗りタクシー」実証実験開始」より抜粋

運行手法

の検討

運行手法の検討を踏まえた 

地域住民支援 

20



112 

目標・施策 
目標４－施策（２） 

 地域支援の効率的・効果的手法の導入 

事業 ① 地域等への技術的・資金的支援の見直し 

対象エリア 全エリア（地域の取組状況に応じ反映） 

実施主体 
行政、 

地域住民 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

現在、２地区で運行を行っている乗合型のコミュニティ交通９については、アン

ケート結果等に基づき運行ルートの検討を行うなど、利用者の増加に向けた取組

を実施していますが、採算性には課題が残る状況となっています。 

 そのような状況下において、多様な運行主体とのマッチングや専門家等の助言

等による効果的な技術的支援の方法や、車両更新をはじめとする資金的支援に 

ついて検討を進めます。 

また、多様な主体との連携により地域の輸送資源を活用したコミュニティ交通

の導入に際して、地域の交通手段として安心して利用できる環境整備についての、

資金的支援についても検討を進めます。 

関連する事業

４－(１)－① 地域の輸送資源の活用

４－(１)－② 様々な運行手法の活用

４－(２)－② コミュニティ交通の導入に向けた取組手順の見直し

その他(備考)

あじさい号（長尾台地区） 山ゆり号（高石地区） 

技術的支援

等の検討 
新たな支援制度の運用 
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目標・施策 
目標４－施策（２） 

 地域支援の効率的・効果的手法の導入 

事業 ② コミュニティ交通の導入に向けた取組手順の見直し 

対象エリア 全エリア（地域の取組状況に応じ反映） 

実施主体 
行政、 

地域住民 
実施時期 

令和３～４年度 令和５～７年度 

コミュニティ交通９の導入にあたっては、地域協議会設立前の地域ニーズの 

確認や事業採算性の試算などに多くの時間を要していることから、定量的な指標

の設定などによる検討期間の短縮等を図るなど、コミュニティ交通の導入に向け

た手順を取りまとめた「地域交通の手引き」の見直しを行います。 

関連する事業

４－(１)－① 地域の輸送資源の活用

４－(１)－② 様々な運行手法の活用

４－(２)－① 地域等への技術的・資金的支援の見直し

その他(備考)

図 地域交通の手引き

取組手順

の検討
新たな取組手順の運用 

21
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6.3 事業の推進にあたって 

（１）新型コロナウイルス感染症等を踏まえた対応 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活様式の変化などから、公共交通３  

機関の利用者数の減少などの輸送需要の変化については今後も継続することが 

見込まれます。このため、本計画の策定にあたっては、こうした輸送需要の変化の

見込みや現在把握している実態を踏まえる一方で、このような状況においても市民

サービスの維持・向上や、地域公共交通２の持続性を確保する必要性は変わらない

という視点に立ち、目標や施策等を整理しています。今後、位置付けた施策等を  

着実に進める中で、新型コロナウイルス感染症による影響については、交通需要を

はじめとした社会変容等を注視し、必要に応じて施策等を見直すなど、柔軟な対応

を図っていきます。 

（２）行政・交通事業者・市民の責務・役割

地域公共交通は、行政や交通事業者、市民（交通サービス利用者）、という様々な

主体により支えられています。これは地域公共交通に限らず、交通（政策）全般に

共通するものであることから、「川崎市総合都市交通計画」の行政・交通事業者・ 

市民の責務・役割の考え方を踏まえ、各主体がそれぞれの責任と役割分担のもと、

目標を共有し、連携しながら力を合わせて取り組み、本計画を推進していきます。

※市民には、川崎市に暮らす人々をはじめ、市内に通勤、通学する人たち、市内の事業者や
市内で市民活動を行う団体などを含みます。

図 「総合都市交通計画（１３ 行政・交通事業者・市民の責務・役割）」 

行政の
責務・役割

市民の
責務・役割

交通事業者の
責務・役割

目標の共有
連携・協力
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７  計画の進行管理 

7.1 評価指標・目標値の設定 

   本計画の達成状況を確認するため、次のとおり評価指標と目標値を設定します。

この評価指標や各事業の進捗状況など、基本方針に向けた取組を総合的に確認して

いくことで、本計画の進行管理を行います。 

表 目標の達成状況を評価するための評価指標 

評価指標 評価指標の考え方 現状 
令和７年度

目標値 

市民１人あたりの 

年間公共交通
３
利用回数

（路線バス１、タクシー、

コミュニティ交通
９
）

「市民一人あたりの年間公共交通利用

回数」を指標とすることで、公共交通の

利用促進などの交通環境整備の進捗を

測ります。 

９２.３回／年 

(平成２９年度)
現状以上 

路線バス利用者の 

満足率 

「路線バス利用者の満足率」を指標と

することで、ニーズを踏まえた交通

環境の整備や定時性確保による輸送

環境整備など、路線バスに関する取組

の効果を総合的に測ります。 

６０％ 

(平成２８年度)
７０％ 

市内全路線バス 

１便あたりの利用者数 

「市内全路線バスの１便あたりの利用

者数」を指標とすることで、バス事業者

が利用実態等に応じた運行を行ってい

るか確認し、効率的なバスネットワー

クが形成されているかを測ります。 

２１.１人/便

(平成２９年度)
現状以上 

路線バスの系統数 

「系統数」を指標とすることで、運行効

率化により生み出された輸送資源の活

用によるバスネットワークの広がりを

測ります。 

３９１系統 

(令和２年４月１日)
現状以上 

コミュニティ交通を 

導入した地区 

「コミュニティ交通を導入した地区

数」を指標とすることで、地域特性に

応じた新たな移動手段の導入状況を

測ります。 

４地区 

(令和元年度) 
５地区以上 
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7.2 計画の進行管理 

（１）進行管理の方針 

本計画では、計画に示す各種の施策・事業を着実に推進していくために、「計画

（Ｐｌａｎ）・実行 （Ｄｏ）・評価（Ｃｈｅｃｋ）・改善（Ａｃｔｉｏｎ）」のしく

みであるＰＤＣＡサイクルによって進行管理を行います。 

   進行管理では、概ね 1 年に 1 回など定期的に、施策・事業の進捗状況を踏まえ、

計画の目標を基に設定した指標等により評価を行っていきます。 

（２）進行管理体制 

   本計画に位置付けた各事業の実施主体が取組を進めていくとともに、事業の進捗

及び目標をもとに設定した評価指標に係る関連資料を収集し、動向を把握します。 

また、目標への達成状況の評価と施策・事業の進捗管理については、「川崎市地

域公共交通活性化協議会」の委員から専門的な御意見を頂きながら、各年度の取組

や各施策の課題について行政において精査するなど、ＰＤＣＡサイクルに基づき 

本計画の進行管理を着実に実施します。 

（３）計画の見直し 

   本計画の最終年次である令和７（２０２５）年度末を目途に、ＰＤＣＡサイクル

に基づき、目標水準の達成状況や施策・事業の進捗状況などの評価を行ったうえで、

計画全体の見直しを行います。 

   なお、計画期間内においても、関係する事業の進捗状況や新型コロナウイルス 

感染症の影響による社会変容を注視し、必要に応じて見直しを行っていきます。 

図 ＰＤＣＡサイクル 

PLAN

DO

CHECK

ACTION

目標の設定
計画の策定

事業の推進

利用状況等の把握
目標水準達成状況の評価

計画の改善
計画の見直し

117 

参考資料

1 計画策定の体制  

   学識経験者、関係する公共交通事業者、利用者など下記の構成員から成る「川崎

市地域公共交通活性化協議会」において、各委員から御意見を伺うなど、関係者と 
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裕
ゆき

京王電鉄株式会社 鉄道事業本部 計画管理部長 加藤
か と う

 慎司
し ん じ

小田急電鉄株式会社 交通サービス事業本部 交通企画部長 小川
お が わ

 司
つかさ

東急電鉄株式会社 執行役員 経営戦略部長 小井
こ い

 陽
よう

介
すけ

京浜急行電鉄株式会社 執行役員 鉄道本部 鉄道統括部長 櫻井
さくらい

 和秀
かずひで

バ

ス

神奈川県バス協会 理事長 八郷
はちごう

 大文
ひろふみ

川崎鶴見臨港バス株式会社 取締役運輸部長 君島
きみしま

 祥
よし

雅
まさ

東急バス株式会社 運輸計画部長 井原
い は ら

 要司
よ う じ

小田急バス株式会社 運輸計画部長 宮寺
みやでら

 孝
こう

次
じ

神奈川中央交通株式会社 運輸計画部長 齋藤
さいとう

 謙司
け ん じ

横浜市交通局 自動車本部長 原田
は ら だ

 浩
こう

一郎
いちろう

川崎市交通局 企画管理部長 斎藤
さいとう

 禎
よし

尚
たか

タ
ク
シ
ー

神奈川県タクシー協会川崎支部 事務局長 大葉
お お ば

 章彦
あきひこ

神奈川県個人タクシー協会 専務理事 吉原
よしはら

 輝
てる

道路管理者 
川崎市建設緑政局 総務部長 板橋

いたばし

 茂夫
し げ お

川崎市港湾局 港湾経営部長  大石
おおいし

 陳郎
の ぶ お

公安委員会 神奈川県警察本部 交通部 交通規制課 都市交通対策室長 阿部
あ べ

 勇
いさむ

利用者 

市民委員 田中
た な か

 哲
あきら

市民委員 君
きみ

 ひとみ 

川崎市全町内会連合会 常任理事 松本
まつもと

 英嗣
ひでつぐ

関係行政機関

国土交通省 関東運輸局 交通政策部 交通企画課長 板垣
いたがき

 友
ゆ

圭
か

梨
り

国土交通省 関東運輸局 神奈川運輸支局 首席運輸企画専門官 小泉
こいずみ

 伸
しん

介
すけ

川崎市健康福祉局 長寿社会部長 相澤
あいざわ

 照代
て る よ

川崎市まちづくり局 交通政策室長 定山
さだやま

 武史
た け し
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2 川崎市地域公共交通活性化協議会の開催状況等  

年月日 主な議題 

令和２年 

６月３０日 

○第１回 川崎市地域公共交通活性化協議会 

(新型コロナウイルス感染症の感染防止のため書面による開催) 

１ 地域公共交通網形成計画の策定について 

・現状と課題 

・本市における輸送資源を踏まえた本計画の対象範囲 

・基本方針、計画期間、計画目標及び施策 等 

２ 今後のスケジュールについて 

令和２年 

９月１４日 

○第２回 川崎市地域公共交通活性化協議会 

１ 地域公共交通計画の策定について 

・第１回活性化協議会での主な意見について 

・新型コロナウイルスの感染拡大による影響と取組について 

・将来目指すべき公共交通ネットワークの検討について 

・目標を達成するための施策及び事業について 

・評価指標の設定について 

 ・全体スケジュールについて 

２ その他 

令和２年 

１１月１６日

○第３回 川崎市地域公共交通活性化協議会 

１ 地域公共交通計画の策定について 

・第２回活性化協議会での主な意見について 

・地域公共交通計画案について 

・新型コロナウイルスの感染拡大による利用動向の変化に 

ついて 

・将来目指すべき地域公共交通ネットワークについて 

・目標を達成するための施策及び事業について 

・評価指標、目標値の設定について 

 ・全体スケジュールについて 
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令和３年 

２月２日 

○第４回 川崎市地域公共交通活性化協議会 

(新型コロナウイルス感染症の感染防止のため書面による開催) 

１ 地域公共交通計画の策定について 

・第３回活性化協議会での主な意見について 

・パブリックコメント結果について 

２ 地域公共交通計画の進行管理（案）について 

・進行管理及び次年度以降の進め方について 

・今後のスケジュールについて 

「川崎市地域公共交通活性化協議会」において、各委員から様々な視点からの御意見

を頂きました。それらの御意見を踏まえ、目標を達成するための事業など本計画に反映 

してまいりました。 

主な意見内容 反映した視点 

新型コロナウイルス感染症による

地域公共交通に関する状況が記載さ

れていない。 

新型コロナウイルス感染症による利用状

況への影響を取りまとめるとともに、施策

への影響等について記載しました。 

高齢化の進展や免許返納などを

踏まえ、検討を進めてほしい。 

高齢者化や免許返納などの現状を捉える

とともに、高齢者施策との連携等について

記載しました。 

長大路線については、具体的なイメ

ージがしやすいように、最長・最大の

事例等や、距離帯・地域別に路線数を

まとめるなど、地図上で示す工夫が必

要である。 

距離帯等で路線数をとりまとめて図示

し、最大値等について記載しました。 

交通事業者を生かせる観点で検討

を進めてほしい。 

行政及び利用者側からの取組として、

オフピーク通勤や地域公共交通の利用促進

に関する事業を記載しました。 

課題の整理において、「誰もが安全

に安心して利用できる公共交通の

維持・確保に取り組んでいく必要があ

ります」とあるが、事業者のみならず

利用者も対策に講じるべきと考える。

事業者だけではなく、行政や市民におい

ても公共交通の利用など役割があると考え

ており、今回新たに地域公共交通の利用

促進やオフピーク通勤の事業を追加しまし

た。 
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その他、本計画の策定過程において、計画案をあらかじめ公表して、市民の皆様の  

御意見を募り、提出された御意見を考慮して計画を策定するため、パブリックコメント

を実施いたしました。 

＜案に関するパブリックコメントの実施結果＞ 

（１）実施結果 

  ①実施期間：令和２年１２月１４日（月）～令和３年１月１９日（火） 

  ②意見総数：２２通 ８５件 

（２）主な意見と本市の対応 

  ①主な意見 

路線バス１の運行効率化やバス停留所の安全性をはじめとする交通環境の改善

を求める御意見や、コミュニティバスの導入、タクシーの活用に関する御要望 

などが寄せられました。 

   ②本市の対応 

バス停留所の安全性向上を求める御意見等を踏まえ一部修正を行うとともに、

関連データの時点修正等を行った上で、川崎市地域公共交通計画を策定します。 
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3 用語解説 

※該当ページは、本計画内で最初に掲出したページを示しています。

番 号 

(該当頁※)
用 語 解 説 

１ 

(Ｐ１) 

路線バス 道路運送法においては一般乗合旅客自動車運送事業と

いい、主に路線を定めて定期に運行する自動車により不特

定多数の旅客を乗り合わせて運送する交通機関をいう。 

２ 

(Ｐ１) 

地域公共交通 地域住民の日常生活、若しくは社会生活における移動又

は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための

交通手段として利用される公共交通機関をいう（「地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律」より）。 

３ 

(Ｐ１) 

公共交通 不特定の人々が利用できる交通機関のことで、鉄道や

路線バス、タクシーなどが含まれる。 

４ 

(Ｐ１) 

働き方改革 働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、

自分で「選択」出来るようにするための改革をいう（厚生労

働省「働き方改革～一億総活躍社会の実現に向けて～」よ

り）。 

５ 

(Ｐ１) 

新たな生活様式 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、新型コロナウイ

ルス感染症専門家会議からの提言（令和２（２０２０）年

５月４日）を踏まえ、ソーシャルディスタンスの確保や、

マスクの着用、手洗い、３密の回避など、日常生活の中で取

り入れていただきたい実践例として示されたものをいう。 

６ 

(Ｐ１) 

在宅勤務 自宅で業務に従事する制度のことで、会社に出勤しなく

ても業務を進めることができる人が活用しているほか、

育児や介護などの理由で毎日の出勤が難しい人や、自宅が

会社から遠い人などが、退職しなくても働き続けられる

制度をいう。 

７ 

(Ｐ１) 

テレワーク 勤労形態の一種で、情報通信技術を活用し時間や場所の

制約を受けずに、柔軟に働く形態をいう。在宅勤務やリモー

トワーク等が含まれる。（テレワークＩＣＴ協議会より） 

８ 

(Ｐ１)

地域交通 地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は

観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための 

交通手段として利用される交通機関をいう。 

９ 

（Ｐ３）

コミュニティ交通  地域住民等が主体となって運営・運行に参画して導入

された、地域の足となる交通機関をいう。 

１０ 

(Ｐ１２)

住居専用地域 都市計画法の地域地区の一つである「用途地域」として 

指定されている地域で、主に住宅の良好な住環境を守る

ために指定された地域をいう。 

１１ 

(Ｐ１５)

夜間人口  夜間に常住する人口のこと。 
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１２ 

(Ｐ１８)

昼間人口 常住人口に他の地域から通勤してくる人口（流入人口）を

足し、さらに他の地域へ通勤する人口（流出人口）を引いた

ものをいう。  

１３ 

(Ｐ２２)

時差出勤 始業時間を変更した働き方であり、通勤に伴う諸問題の

解決を目的とした制度のこと。 

１４ 

(Ｐ２４)

路線バス社会実験

制度 

川崎市域における整合性のとれた路線バスネットワーク

構築やサービス向上に向けた路線新設または既存路線の 

見直しの検討において、バス事業者が試行的・実験的に運行

する制度のことをいう。本制度において、バス事業者が社会

実験を実施するにあたり、その費用の一部に補助金を交付

している。 

１５ 

(Ｐ２５)

ノンステップバス  車両の出入口の段差を無くすことで乗降性を高めた低床

バスのこと。 

１６ 

(Ｐ２８)

ユニバーサル 

デザインタクシー 

健康な方はもちろんのこと、足腰の弱い高齢者、車いす 

使用者、ベビーカー利用の親子連れ、妊娠中の方など、誰も

が利用しやすいタクシー車両のこと(国土交通省「教えて！

ＵＤタクシー」より)。 

１７ 

(Ｐ３４)

パーソントリップ

調査 

どのような人がいつ、何の目的で、どこからどこへ、どの

ような交通手段で移動したかについて、一日の全ての移動

を捉える調査のこと。 

東京都市圏では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、

茨城県南部を対象に、昭和４３（１９６８）年から１０年

おきに調査を実施している。 

１８ 

(Ｐ４９)

平均乗車密度 １便当たりの乗客数を全線で平均したものをいう。輸送

人キロ（乗客の乗車距離の総和、人・㎞）÷実車走行キロ（バ

スが乗客を乗せて走る路線長の総和、㎞）で示される。 

１９ 

(Ｐ５１)

端末交通 出発地から鉄道駅やバス停、または鉄道駅やバス停から

目的地までのトリップをいう。 

２０ 

(Ｐ６２)

市街地再開発事業 老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化

された敷地の統合や不燃化された共同建築物の建築、公園、

街路等の公共施設整備等を行うことにより、土地の合理的

かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る事業のこと。 

２１ 

(Ｐ６２)

土地区画整理事業 道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の

区画を整え宅地の利用増進を図る事業のこと。 

２２ 

(Ｐ６４)

ＩＣＴ 

（アイシーティー）

Information and Communication Technology：情報通信

技術の略で、パソコンだけでなくスマートフォンやスマー

トスピーカーなど、さまざまな形状のコンピュータを使っ

た情報処理や通信技術の総称をいう。 
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２３ 

(Ｐ６４)

オンデマンド交通 利用者から事前に連絡（予約）を受けて、基本となる路線

以外の停留所に立ち寄ったり、運行を開始したりするなど、

乗客の要望に合わせて運行する自動車により不特定の旅客

を乗り合わせて運送する運行形態をいう。一般にはデマン

ド交通とも言われることもある。 

２４ 

(Ｐ６４) 

ＭａａＳ 

（マース）

Mobility as a Service の略で、地域住民や旅行者一人一

人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共

交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせること

で、検索・予約・決済等を一括で行うサービスのことをいう。

２５ 

(Ｐ６５) 

カーシェア 登録を行った会員間で特定の自動車を共同使用するサー

ビスまたはシステムのことをいう。 

２６ 

(Ｐ６６)

オフピーク通勤 交通機関の混雑する時間帯を避けて通勤することをい

い、「時差出勤」とも呼ばれている。 

２７ 

(Ｐ６９) 

第二種大型自動車

運転免許 

大型自動車に乗客を乗せて運賃を徴収して運転する場合

に必要な免許をいう。なお、運賃を徴収しないで運転する 

場合など、単に大型自動車を運転するために必要な免許は

「第一種大型自動車運転免許」となる。 

２８ 

(Ｐ７６) 

ＢＲＴ 

（ビーアールティー）

 Bus Rapid Transit：バス高速輸送システムの略で、バス

専用道等による速達性・定時性を確保し、連節バス、公共車

両優先システム（ＰＴＰＳ）などを組み合わせることで、

機能強化を図るバスシステムのこと。 

連節バス：大量輸送のために車体が２連以上に繋がって

いるバスのこと。 

２９ 

(Ｐ７６) 

フィーダー 交通機関の支線を指し、幹線交通に交通を集中させたり、

幹線交通から交通を分散させることをいう。 

３０ 

(Ｐ７６) 

バスベイ 歩道に切り込みを入れたバス停留所のことで、本線から

バスを離脱させることにより後続車の追い越しを容易に 

させるなど、通過交通に対するバスの影響を低減する効果

がある。 

３１ 

(Ｐ８４)

ユニバーサル 

デザイン 

障がいの有無や年齢、性別、人種などに関わらず、たくさ

んの人々が利用しやすいように製品やサービス、環境を

デザインする考え方をいう。 

３２ 

(Ｐ８９)

ＰＴＰＳ 

（ピーティーピーエス）

Public Transportation Priority Systems：公共車両優

先システムの略で、交通管理者の交通管制システムとバス

ロケーションシステムとを結合し、バス優先信号制御など

をリアルタイムで行うシステムをいう。 

３３ 

(Ｐ９９)

バスロケーション

システム 

バスの位置情報を携帯電話網・無線などを通じてサーバ

へ送信し、ＷＥＢサイトやデジタルサイネージ等を通じて

利用者に運行情報を提供するシステムのこと。 
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３４ 

(Ｐ９９)

ＱＲコード 

（キューアール）

小さな四角形を縦横に同数並べた図形パターンにより、

文字や数字などのデータを記録する規格のこと。  

３５

(Ｐ１０１)

ＳＮＳ 

（エスエヌエス）

Social Networking Service：ソーシャルネットワーキン

グサービスの略で、ＷＥＢ上で社会的ネットワークの構築

を可能とするサービスのことで、Twitter や Facebook、

Instagram などが含まれる。 

３６ 

(Ｐ１０３)

都市計画道路 都市計画法に基づき計画決定された道路のこと。 

３７ 

(Ｐ１０６)

バリアフリー 障がいのある人にとって障壁（バリア）となるものを取り

除くことにより、生活しやすくしようという考え方で、段差

や手すり、スロープ、点字ブロックの設置等を進め、誰でも

快適に暮らせる建物、まちづくりを行うこと。また、段差な

ど物理的な障壁のほか、障がい者の社会参加を困難にして

いる社会的、制度的、心理的な障壁も含めた全ての障壁の

除去という意味でも使われている。 

３８ 

(Ｐ１０７)

ハイブリッド 

システム 

２つ以上の異なる動力源を組み合わせて、１つの目的を

達成するシステムであり、特に自動車の分野においては、 

ガソリンと電気を併用することで、省エネルギー効果を

高める技術として活用されている。 

３９

(Ｐ１０８)

ワークライフ 

バランス

「仕事と生活の調和」のことで、内閣府では、「国民一人

ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の

責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、 

子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な

生き方が選択・実現できる社会」と定義している。

川崎市地域公共交通計画

令和３（２０２１）年 ３月 

（お問い合せ先） 

川崎市まちづくり局交通政策室 

電 話：０４４－２００－２０３４ 

Ｆ Ａ Ｘ：０４４－２００－３９７０ 

Ｅ－mail：50kousei@city.kawasaki.jp
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